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●生活保護
　生活保護制度は、憲法第25条の理念に基づき、国が
生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に
応じて保護を行い、最低限度の生活を保障するととも
に、自立を助長することを目的とした「最後のセーフ
ティネット」である。
　生活保護受給者は、平成4年度を底に増加し続けてお
り、20年度以降急増した。しかし、26年度の伸び率は
鈍化しており、27年3月の生活保護受給者数は、対前年
度同月と比較して、ほぼ横ばいの状況である。27年3
月現在、生活保護受給者は17,259人、保護率は2.4％で
ある。26年度の生活保護費の支出は319億5,178万5,175
円、対前年度比2.0％の増となった。
　自立への取組として、区は就労自立だけでなく社会生
活・日常生活の自立を支援する自立支援プログラムを策
定している。27年3月31日現在、実施中のプログラムは
下記のとおりである。26年度のプログラムにより支援
を行った者は、6,885人であった。
1　「生活保護受給者等就労自立促進事業」活用プログ

ラム
2　就労支援（専門員による取組）プログラム
3　就労サポート事業プログラム
4　精神保健福祉支援　退院促進プログラム
5　精神保健福祉支援　居宅生活支援プログラム
6　高校進学支援プログラム
7　学力向上支援プログラム
8　不登校等子ども支援プログラム
9　多重債務解消支援プログラム
10　ホームレスに対する居宅生活支援プログラム
11　高齢者世帯日常生活支援プログラム
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●生活困窮者自立促進支援モデル事業
　生活困窮者自立促進支援モデル事業は、平成 25 年 12
月に成立した生活困窮者自立支援法に基づく事業を想
定した支援を実践するとともに、生活困窮者自立支援の
体制整備を目的として実施した事業である。
　26 年 4 月から、練馬区社会福祉協議会に業務委託して

「生活サポートセンター」を開設、26 年度の事業の利用者
数は 315 人であった。なお、27 年度からは生活困窮者自
立支援事業として実施する。
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　中国残留邦人等のうち、一定の要件を満たした「特定
中国残留邦人等」を対象者として、平成 20 年 4 月 1 日か
ら実施している。27 年 3 月現在、受給世帯数は 60 世帯、
受給人員は 95 人であった。
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生活保護世帯および人員 各年度3月の数値
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12,479
5,962 6,442＊ ＊ ＊392 ＊392 ＊9 ＊9

世帯 人員

注：＊は、年間累計数値

●法外援護
　区では、生活保護世帯の自立を支援するため、生活保
護法では給付の対象とならない各種費用の支給を行って
いる。（平成26年度実績 103,467,915円）
支給内容
　入浴証、児童・生徒への学童服・運動着購入費および
中学校卒業者就職支援金、家財保管料および処分料、自
立促進費5種（就労支援、社会参加活動支援、地域生活
移行支援、健康増進支援、次世代育成支援）
●戦争犠牲者の援助
1  戦没者等の遺族の援助
　戦没者等の遺族に対する特別弔慰金等の請求受付を
行っている。平成26年度の特別弔慰金・特別給付金の
請求受付は11件である。
2  原爆被爆者見舞金
　8月1日現在区に住所があり、被爆者健康手帳の交付
を受けている方に、見舞金を支給している。26年度は、
1人当たり12,500円を372人に支給した。
●中国残留邦人等への支援給付

●中国残留邦人等への地域生活支援
　中国残留邦人等とその同伴帰国した家族に対し、通訳
派遣、地域との交流事業などを、平成20年7月1日から実
施している。
●各種資金貸付制度などの運営
1  応急小口資金の貸付け
　災害や疾病等により応急に資金が必要となり、その調
達が困難な方に資金を無利子で貸し付けている。

　貸付限度額は、一般貸付が20万円まで、特別貸付が
60万円まで。償還方法は、貸付額が20万円までは20か
月以内、40万円までは40か月以内、60万円までは60か
月以内の均等償還となっている。
2  高等学校進学準備資金の貸付け
　高等学校進学者のいる生活保護世帯の自立更生を促す
ために、資金を無利子で貸し付けている。貸付限度額
は、進学者1人につき7万円で20か月以内の均等償還と
なっている。

3  入院資金の貸付け
　65歳以上の方、身体障害者手帳、愛の手帳を持って
いる方が入院し、入院費用（差額ベッド代、医療費等）
の支払いが困難な場合に、120万円を限度に無利子で資
金を貸し付けている。平成26年度は71件、686万円の貸
付けを行った。
●生活の安定と自立のために
1  母子および父子福祉資金の貸付け
　20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母・父子
家庭の父を対象に、事業開始、技能習得、修学など12
種類の福祉資金の貸付けを行っている。平成26年度は
687件、4億107万円の貸付けを行った。
2  女性福祉資金の貸付け
　寡婦、未婚の女性などを対象に、11種類の福祉資金
の貸付けを行っている。26年度は30件、2,245万円の貸
付けを行った。
3  入院助産
　経済的な理由で、入院して出産することが困難な妊産
婦が安心して出産できるように、指定病院への入院費用
の全部または一部を援助している。26年度は41件の利
用があった。
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